
Keyword

日本型雇用慣行に基づく典型的なキャリア形成モデルが崩
壊した今、激変する社会環境の中で、自らのキャリアを主体的
に構築していくことが求められている。しかし、自ら考え、選び
取り、新たな課題に挑戦して経験を積んでいくことは、それほ
ど簡単ではない。多くの場合、失敗や困難に遭遇し、一時的
に「もうダメだ」「自分には無理だ」というように心が折れそう
になることも多い。そうした状況から心理的に回復し、再びも

のごとに向き合い再開する力やプロセスを「心理的レジリエン
ス」（以下、PR）と呼ぶ。本研究では、大学でのキャリア形成、
すなわち学習他多様な活動の積み重ねにおいて、（1） 学生は
どのような場面でPRを発揮しているのか、（2） どのような経験
や環境がPRを促進・育成するのか、を解明することを目的と
する。

主体的なキャリア形成を支える
心理的レジリエンスと
その育成環境の解明

期待される活用シーン

研究シーズの紹介

その他の研究テーマ

レジリエンスプロセスを可視化 ●学生のレジリエンスプロセスを複数パタンに整理
●心理的レジリエンスを高める状況や場面のエッセンスを見出す

Point

●しなやかな強さを持った学生を
育てたい！何に気を付けて授
業設計や運営を行ったら良い
のだろう？

レジリエンスを高めることを意図し
た授業開発やカリキュラム設計
のヒントが得られます。例）ボラン
ティア/インターシッププログラム

モデルやデータに基づいて、若
者がどのようなに心理的に悩み、
どのように精神的に成長するか
を理解できます。

●何事にも主体的になれない学
生がいる・・・なぜ？
●若手社員が仕事のことで落ち
込んでしまった。支援の仕方
が分からない。

心理的レジリエンス、大学生キャリア、主体性、キャリア形成、言語化

基礎教育センター
講師

小田部 貴子

大学教育環境で育まれるキャリア形成マインドが企業参入・適応過程にもたらす影響
越境的説明力を育む学習環境デザインの構築と技能改善プロセスの解明

教員

人事・教育係

体験型授業プログラムの設計

面談・支援の手がかり

〈こんな研究をしています〉

インタビュー調査＆GTAによる分析

定量的データを用いたパスモデル
検証やテキスト解析

モデル作成

➡

➡

Keyword

本課題は、イギリスおよびアイルランド間の共通旅行区域
（Common Travel Area : CTA）のイギリスでの形成と現在に
至るまでの変容を研究するものである。戦前よりイギリスとアイ
ルランド間にはＣＴＡ、両国間の入国審査の免除制度が存在
し、この制度の下でアイルランド人はイギリスに自由に越境し、
両国間のもはや分離不可能な社会を形成した。イギリスでアイ
ルランド人は国民同様の権利を有し特殊な位置にある。これ

はイギリスへの自由な越境を認めるCTAに由来する。そのため
BrexitによるCTAへの影響はこの特殊な位置にも波及するか
もしれない。CTAがどのようにして形成され現在に至り、Brexit
によりどのように変容するのかを明らかにする必要がある。本
課題はイギリスでのCTAの形成と現在までの変容を研究の射
程としている。

イギリスおよびアイルランド間の
自由な越境の形成と変容
―共通旅行区域（Common Travel Area : CTA）の点から―

期待される活用シーン

研究シーズの紹介

その他の研究テーマ

共通旅行区域 ●イギリス－アイルランド間はパスポートなしで行き来できる
●国際法によるものではなく、両国それぞれの法律でそれぞれに規定

Point

●パスポートは外国に行くときに
必須ものか？

国家同士の取り決めにより必要
とされていない場合もある。

イギリス－アイルランド間の国境
管理問題の出現？

●Brexitによりどんな影響が起
こりうるのか？

国籍・イギリス・アイルランド・移動の自由・旅券

基礎教育センター
准教授

宮内 紀子

国籍による国家の法的構成員性への憲法学的検討―連合王国を対象として―（科学研究費助成事業　若
手研究　課題番号19K13509）
国会議員の重国籍をめぐるイギリス・オーストラリアの比較検討
イギリス憲法学におけるレファレンダムへの考察―議会主権の観点から―

ただし、共通旅行区域はイ
ギリスの法律・アイルラン
ドの法律、それぞれで独
立して作られているもの。

CTAはイギリス－アイル
ランド間の歴史的関係に
基づくものであり、当面維
持。

●成立期：1920～30年代
➡目的：入国を望まない外国人の入国規制の連携。
＝独立をしたいアイルランドと、独立をさせたくないイギリスの思惑の一致
（政治的に形成・不明な点が多い）

●法的形成期：1940～50年代
　共通旅行区域を前提として両国それぞれに法律を制定

●発展期：1960年代以降
　入国規制対象の共有からこれ以外の出入国の自由の強化

●後退期：1990年代以降
　移民の流入・テロ防止により自由な行き来の意味合いの後退？

共通旅行区域（CTA）
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